
〇施設整備の方針（要求水準書作成方針）
　事業者選定（入札）は、技術調査と同様に施設規模を提示せず、処理する必要のあるごみ量およびし尿の量等のみを提示し、民間事
業者に独自の廃棄物処理のシステム、処理規模および維持管理運営の方法を提案させ更なる効率化、コスト削減等を図ることを施設整
備の方針とします。

〇メーカへの技術調査
　令和2年度に焼却炉メーカに対して行った技術調査では、センターから施設規模を提示しなくとも、ラン二ングコスト（発電量を含
む）の検討も含めた施設間で廃棄物を連携して処理する各メーカ独自の技術提案を得ることが可能であると検証できました。

事業期間：令和5年から令和28年3月末日までの23年間
　　　　　　供用開始予定：汚泥再生処理センター　　　　 令和7年10月
　　　　　（　　　　　　　熱回収施設、リサイクル施設　 令和10年4月）
事業方式：PFI手法の起債適用ＢＴＯ方式
事業内容：施設の設計・建設、運営（維持管理を含む）と現焼却施設の解体業務

新施設の全体計画

〇有機的な連携を持った処理システムの目標
　新施設は、熱回収施設（焼却施設、バイオガス化施設）、リサイクル施設、汚泥再生処理センター等を同一敷地に一括整備すること
で、施設間の有機的な連携を持った総合的な廃棄物処理システムを構築し効率化、コスト削減等を図ることを目指します。

▶運営業務の概要
1）本施設の持つ基本性能を最大限発揮させ、発生する一般廃棄物の処理を実施します。
2）長寿命化を念頭に、本施設の基本性能を維持することにより、ライフサイクルコストの低減に努めます。
3）安定した稼働を実現し、本施設の安全性を確保します。また、環境負荷の低減に努め、周辺の住民の信頼と理解、協力を得ます。
4）ごみ焼却エネルギーの有効利用や省エネルギーに取り組み、効率的な運営を行います。センターが実施する各種業務に協力します。

▶事業者の業務範囲
1 運転管理業務：各施設を適切に運転し、その基本性能を発揮し、関係法令、公害防止基準等を遵守し搬入される処理対象物を  
　 　　　　　　　　　　　　　　適正に処理するとともに、経済的な運転を行う。
2 維持管理業務：関係法令、公害防止基準等を遵守し、適切な処理が行えるよう本施設の基本性能を確保・維持するため、必要
　 　　　　　　　となる適切な計画策定と実施により維持管理を行う。
3 搬入管理業務：関係法令を遵守し搬入者が安全に搬入できるように搬入管理を行う。
4 環境管理業務：排ガス、騒音、振動、悪臭等について、公害防止協定等に関する測定・管理等を行う。　　　
5 有効利用業務：本施設で回収される資源化物等の資源化、余剰電力利用による発電業務等を行う。
6 情報管理業務：搬出・搬入、運転管理、各種データの管理報告や補修・更新等情報管理を行う。
7 防災管理業務：施設の防火・防災管理、緊急時の対応計画作成や訓練の実施等を行う。
8 その他関連業務：清掃・植栽管理、除雪・消雪及び見学者対応支援等を行う。
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